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佐伯市シルバーワークプラザ管理運営業務仕様書 

 

佐伯市シルバーワークプラザ（以下、「施設」という。）の指定管理者が行う業務

の内容及びその範囲等は、この仕様書による。 

 

１ 趣旨 

本仕様書は、施設の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めること

を目的とする。 

 

２ 施設の管理運営に関する基本的な考え方 

（１）施設の管理・運営するに当たり、次の事項に留意すること。 

ア 「佐伯市シルバーワークプラザ指定管理者事業実施要項」２（３）に記載

する設置目的に基づき、管理・運営を行うこと。 

イ 利用者の意見を管理・運営に反映させること。 

ウ 個人情報の保護を徹底すること。 

 

３ 施設の概要 

（１）名  称 佐伯市シルバーワークプラザ 

（２）所 在 地 佐伯市長島町１丁目３２１番、３２２番 

（３）施設規模 

構造：鉄骨造２階建て 

規模：延床面積 ２４３㎡ 

（４）建設費等 

ア 着工年月日  平成１７年１１月 １日 

イ 完成年月日  平成１８年 ３月１０日 

ウ 建設費    ４４，４８８千円 

エ 主な建物施設 

階層 室名 面積（㎡） 備考 

１階 事務室 １２  

１階 研修室 ３３  

１階 作品展示室 ２３  

１階 技能訓練室 ２９  

２階 会議室 ２９  

２階 研修室 １８  

２階 作品展示室 ２４  

２階 技能訓練室 １９  

２階 調理実習室 ２０  
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４ 休所日 

（１）土曜日及び日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３）12月29日から翌年の1月3日までの日 

 

５ 利用時間 

施設利用時間 午前８時３０分から午後５時まで 

※指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ佐伯市の承認を得て、

臨時に利用時間、利用日を変更することができる。 

 

６ 施設等の利用料金 

（社）佐伯市シルバー人材センター会員の利用料金は無料とする。 

 

７ 法令等の遵守 

施設の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づいて行わ

なければならない。 

（１）佐伯市シルバーワークプラザ条例（平成18年佐伯市条例第64号） 

（２）佐伯市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年 

   佐伯市条例第31号）及び同条例施行規則（平成17年佐伯市規則第29号） 

（３）佐伯市行政手続条例（平成17年佐伯市条例第11号） 

（４）佐伯市情報公開条例（平成17年佐伯市条例第13号） 

（５）佐伯市個人情報保護法施行条例（令和５年佐伯市条例第１号） 

（６）個人情報取扱特記事項（改正個人情報保護法追加） 

（７）地方自治法（昭和22年法律第67号）第２４４条、第２４４条の２ 

（８）行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）、行政事件訴訟法（昭和３７年

法律第１３９号） 

（９）その他業務に関連する法令 

※本指定期間中に（１）～（９）に規定する法令に改正があった場合は、改正され

た内容を仕様とする。 

 

８ 業務内容 

（１）施設の運営に関すること 

ア 「佐伯市シルバーワークプラザ指定管理者事業実施要項」２（５）に記載

する事業を行う。 

（２）施設及び設備の維持管理に関すること。 

ア 建築物保守管理業務 

（ア）業務の対象範囲・内容 



 

- 3 - 

 

建築物保守管理業務の対象範囲は、本施設の建築物の屋根、外壁、建具

（内部・外部）、天井、内壁、床、階段、付属物等各部位とし、その点

検、保守等を業務内容とする。 

（イ）仕様・水準 

・部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、

迅速に修繕等を行い、適正な性能及び機能が発揮できる状態に保つこ

と。 

・結露やカビの発生の防止に努めること。 

・開閉・施錠装置、自動扉等が正常に作動する状態を保つこと。 

・建築物内外の通行等を妨げず、運営業務に支障をきたさないこと。 

・建築物において重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対処する

必要が生じた場合の被害拡大防止に備えること。 

・関連法令等の定めにより、点検等を実施すること。 

イ 建築設備保守管理業務 

（ア）業務の対象範囲・内容 

本施設に設置される電気設備、空調設備、給排水衛生設備、音響照明設

備及び厨房設備等の関連設備を業務の範囲とし、業務計画等のもとに行

う運転・監視、点検、保守等を業務内容とする。 

（イ）仕様・水準 

①運転・監視 

・各施設、部屋の用途、気候の変化、利用者の快適性等を考慮に入れて、

各設備を適正な操作によって効率よく運転・監視すること。 

・各設備の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を点

検し、発見した場合は除去もしくは適切な対応を図ること。また、設

備が正常に機能しないことが明らかになった場合、適切な方法（保守、

補修、交換、分解整備、調整等）により対応すること。 

       ②法定点検 

・各設備の関連法令の定めにより、点検を実施すること。 

・点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、適切

な方法（保守、補修、交換、分解整備、調整等）により対応すること。 

       ・保守規定を遵守し、電気主任技術者の指示に従うこと。 

       ③定期点検 

       ・各設備について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに

定期的に点検・対応を行うこと。 

       ・点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、又は

何らかの悪影響を及ぼすと考えられる場合には、適切な方法（保守、

補修、交換、分解整備、調整等）により迅速に対応すること。 

④劣化等への対応 
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劣化等について調査・診断・判定を行い、適切な方法（保守、補修、

交換、分解整備、調整等）により迅速に対応すること。 

ウ 備品等維持管理業務 

（ア）業務の対象範囲・内容  

本施設に設置される重要物品、備品等について点検、保守等を実施する

こと。 

（イ）仕様・水準 

・指定管理者は、施設運営に支障をきたさないよう施設運営上必要な備

品等を適宜整備し、管理を行うこと。不具合の生じた備品については、

随時、修繕等を行い、交換等が必要なものについては速やかに届け出

ること。指定管理者が持ち込んだ備品に関しては、適宜更新を行うこ

と。 

・指定管理者は、備品台帳を作成し、備品の管理を確実に行うこと。 

エ 清掃業務 

（ア）業務の対象範囲・内容 

本施設の建築物の内部及び外部並びに敷地内を対象とし、業務の内容は、

次のとおりとする。 

      ・施設清掃業務 

・外構等清掃業務 

（イ）仕様・水準 

・業務に使用する用具及び資材等は、常に整理整頓に努め、人体に有害な

薬品等は関係法令に準拠し厳重に管理すること。 

・作業においては電気、水道の節約に努めること。 

・全ての清掃作業担当者は、勤務時間中は職務にふさわしい制服を着用す

ること。 

・業務に使用する資材・消耗品は、品質保証のあるもの（JISマーク商品

等）の使用に努めること。また、国等による環境物品等の調達の推進等

に関する法律（平成12年法律第100号）の特定調達物品の使用等地球

環境に配慮した物品の使用に努めること。 

      ・建物内外の仕上げ面及び家具・備品等を適切な頻度・方法で清掃するこ

と。 

・外構施設保守管理業務対象の駐車場、駐輪場、垣根、庭木その他外構等

に関して清掃すること。 

・当該施設を機能上、安全上、美観上優良な状態に保つこと。 

オ 警備業務 

（ア）業務内容 

本施設の秩序及び規律の維持、盗難・破壊等の犯罪の防止、火災等の災

害の防止、財産の保全及び利用者の安全を目的とする警備業務を実施す
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る。 

（イ）業務の対象範囲 

警備業務の対象範囲は、本施設の建物内部及び屋外施設とする。 

（ウ）仕様・水準 

業務の実施に当たっては、以下の仕様・水準を満たすものとし、具体的

な方法は指定管理者に委ねる。また、機械警備によることも可能である。 

・警備業法（昭和47年法律第117号）、消防法、労働安全衛生法等関連

法令及び監督官庁の指示等を遵守すること。 

・定期的に巡回を行い施設の安全を確認すること。 

・営業時間外の火災の発見に努め、通報を行うこと。 

・不法侵入者、不審物を発見した場合は、警察への通報等適切な処置を行

うこと。 

・使用時間外の不審者の進入防止、進入の発見及び通報を行うこと。 

（３）その他 

緊急時対策、防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、職員に指

導を行うこと。 

 

９ 注意事項 

指定管理者は、次の各項目に留意して業務を円滑に実施すること。 

（１）公の施設であることを念頭に置いて、公平な運営を行うこととし、特定の個

人、団体等に有利あるいは不利になる運営を行わないこと。 

（２）指定管理者が施設の管理運営にかかる各種規程、要綱等を作成する場合は、

あらかじめ佐伯市と協議を行うこと。 

（３）各種規程等がない場合は、佐伯市の諸規程に準じて、あるいはその精神に基

づいて業務を実施すること。 

（４）その他、この仕様書に記載のない事項については、佐伯市と協議を行い、決

定する。 

 


